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１．基本方針

官庁施設の整備については、老朽化した施設が今後増大していく中、既存施

設の有効利用を図りつつ、災害に対する国民の安全・安心の確保等に的確に対

応することが重要である。

このため、平成２６年度の概算要求に当たっては、南海トラフ巨大地震、首

都直下地震等に備えた官庁施設の地震・津波対策を推進するため、防災拠点と

なる官庁施設の防災機能の強化、首都直下地震時の政府中枢機能維持に必要な

電力の確保等を図る。

また、既存官庁施設を安全により長く利用し、トータルコストの縮減等を実

現するため、老朽化の進行を防ぐ長寿命化事業の実施（ハード対策）、効果的・

効率的に機能維持する保全手法等の検討（ソフト対策）の両面から、官庁施設

の長寿命化を図る。

２．予算の重点化

官庁施設の地震・津波対策を推進するため、防災拠点となる官庁施設の防災

機能の強化、首都直下地震時の政府中枢機能維持に必要な電力の確保等を図る

ことや、官庁施設の長寿命化を推進することに重点を置き、メリハリのある要

求を行う。

国民の安全・安心の確保

＜防災・減災、国土強靱化＞

（１）防災拠点となる官庁施設の整備の推進

大規模地震災害の発生に備え、広域防災拠点となる官庁施設の整備を推進

する。

第１ 平成２６年度官庁営繕関係予算概算要求の概要

防災拠点となる官庁施設の防災機能の強化等

９，４１９百万円（１．０９）
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（２）官庁施設の耐震化の推進

建築基準法に基づく耐震性能を満たしていない官庁施設及び災害応急対策

活動の拠点としての所要の耐震性能を満たしていない官庁施設について、人

命の安全の確保を図るとともに、防災機能の強化と災害に強い地域づくりを

推進するため、総合的な耐震安全性を確保する。

（３）官庁施設の天井耐震対策の推進

東日本大震災における天井脱落事故を踏まえ定められた新たな技術基準に

適合させるため、大規模空間を有する官庁施設の天井について、地震時の天

井耐震対策を実施する。

（４）官庁施設の津波対策の推進

津波襲来時の一時的な避難場所を確保するとともに、防災拠点としての機

能維持と行政機能の早期回復を図るため、官庁施設における津波対策を総合

的かつ効果的に推進する。

首都直下地震等による商用電力途絶時において、霞が関地区の中央官庁の非

常時優先業務の継続に必要な電力を確保するため、自家発電設備の燃料槽の増

設等を実施する。

＜社会資本の戦略的な維持管理・更新＞

一定地域内の全ての国家機関の建築物を対象として策定される施設整備計画

について、建物の建替えや官署の組替えなどの整備手法のみを組合せる従来の

方式を見直し、新たに老朽化の進行を防ぐ長寿命化の整備手法を加えた中長期

の整備計画とすることにより、計画的な長寿命化事業を実施する。

首都直下地震時の政府中枢機能維持に必要な電力の確保

１，２００百万円（皆増）

官庁施設の長寿命化

２，５１２百万円（皆増）
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（１）防災拠点となる官庁施設の整備の推進

大規模地震災害の発生に備え、広域防災拠点となる官庁施設の整備を推進す

る。

（２）官庁施設の耐震化の推進

建築物の耐震化対策は政府全体の緊急の課題であり、このため、公共建築物

については、中央防災会議決定や「建築物の耐震改修の促進に関する法律」及

びこれに基づく告示（平成１８年１月２５日）等により、整備目標及び整備プ

ログラムの策定等を行い、計画的かつ重点的な耐震化の促進に積極的に取り組

むこととされている。

官庁施設については、災害応急対策活動の拠点施設となることや来訪者等の

安全を確保する必要があることから、平成１８～２７年度の１０年間で、耐震

化率９割の達成を目標としている。このため、既存不適格建築物（耐震性能評

価値1.0未満）の耐震化を行うとともに、災害応急対策活動の拠点施設として

の所要の耐震性能（Ⅰ類1.5、Ⅱ類1.25）を確保するための耐震化を行う。

耐震化対策に当たっては、構造体のみならず、外壁・建具などの建築非構造

部材及び建築設備を含む建築物全体として、総合的な耐震安全性を確保するた

めの整備を実施する。

（３）官庁施設の天井耐震対策の推進

東日本大震災においては、大規模空間を有する

建築物において天井が脱落した事案が多数生じた

ことから、建築基準法施行令が改正され、新たな

技術基準（特定天井及び特定天井の構造耐力上安

全な構造方法を定める件）が定められた。

この新たな技術基準に適合させるため、大規模

空間を有する官庁施設の天井について、地震時の

天井耐震対策を実施する。

第２ 主要要求事項

１．防災拠点となる官庁施設の防災機能の強化等

【官庁施設の天井耐震対策（イメージ図）】

斜め部材の
設置

吊り長さ
３ｍ以下

単位面積質量
20kg／㎡以下

- 4 -



○ すべての既存不適格建築物（耐震性能評価値１．０未満）について建築基

準法に基づく耐震性能を確保

○ 全体では官庁施設の耐震基準を満足する割合が少なくとも９割（面積率）

【官庁施設の耐震化の状況】

（注）国土交通省が整備等を所掌する国家機関の建築物のうち災害応急対策活動に必要な主な官庁

施設等について、平成１８年～平成２０年に耐震性の現況及び今後の耐震化の目標を公表。

災害対策基本法における行政機関の区分に基づき、官庁施設の防災上の機能

及び用途に応じて施設を３つ（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類）に分類し、それぞれ耐震性能を

規定している。

耐震基準値 耐震安全性の目標 対象施設

１．５

（Ⅰ類）

大規模地震後、構造体の補修をする

ことなく、建築物を使用できることを

目標とし、人命の安全確保に加えて十

分な機能確保が図られている。

○災害対策基本法の「指定行政機関」及び「指定地方行政機

関」のうち二以上の都府県及び道を管轄区域とするものが

使用する官庁施設 等

【指定行政機関：内閣府、警察庁、財務省、経済産業省、

国土交通省 等】

【指定地方行政機関等：管区警察局、地方厚生局、地方農

政局、経済産業局、地方整備局 等】

１．２５

（Ⅱ類）

大規模地震後、構造体の大きな補修

をすることなく、建築物を使用できる

ことを目標とし、人命の安全確保に加

えて機能確保が図られている。

○災害対策基本法の「指定地方行政機関」が使用する官庁施

設（Ⅰ類に属するものを除く） 等

【指定地方行政機関等：沖縄総合事務局、機動隊、航空交

通管制部、海上保安部 等】

１．０

（Ⅲ類）

建築基準法
相当

大規模地震により構造体の部分的な

損傷は生じるが、建築物全体の耐力の

低下は著しくないことを目標とし、人

命の安全確保が図られている。

○その他の官庁施設

【地方検察庁、法務局、税務署、労働基準監督署、公共職

業安定所 等】

（平成２４年度末） 率（面積）

Ⅰ類 約245万㎡ （ 159棟 ） 約202万㎡ （ 116棟 ） ８２％

Ⅱ類 約216万㎡ （ 933棟 ） 約186万㎡ （ 822棟 ） ８６％

Ⅲ類 約308万㎡ （ 1,561棟 ） 約275万㎡ （ 1,432棟 ） ８９％

合計 約770万㎡ （ 2,653棟 ） 約662万㎡ （ 2,370棟 ） ８６％

区分 公表施設
耐震化済施設【官庁基準】

災
害
応
急
対
策
活
動
拠
点

【平成２７年度末の耐震化の目標】

【官庁施設における耐震安全性の確保】

参考資料
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（４）官庁施設の津波対策の推進

津波襲来時の一時的な避難場所を確保するとともに、防災拠点としての機能

維持と行政機能の早期回復を図るため、官庁施設における津波対策を総合的か

つ効果的に推進する。

最大クラスの津波
（レベル２）の高さ

比較的発生頻度の高い津波
（レベル１）の高さ

＜津波高さの設定＞

平均海面

【官庁施設の津波対策（イメージ図）】

高置水槽

出入口
(非常時開放)

会議室等

活動拠点室
備蓄
倉庫

業務上主要な室
表示看板

駐⾞場

耐震性
耐浪性

設備室

屋外階段

自家発電設備
受変電設備

レベル1の津波の高さ

レベル2の津波の高さ

表示看板

避難スペース

官庁施設の機能確保の考え方

○業務の早期再開に必要な機能の確保

・業務上主要な室の機能確保
・水防設備の確保

施設利用者の安全確保を最優先とし、津波の収束後
に各機関の業務の早期再開を可能とする。

比較的発生頻度の高い津波
（レベル１）に対する目標

施設利用者の安全確保を最優先とし、災害応急対策活
動を可能とする。

○津波避難施設の機能確保 ○災害応急対策活動に必
要な機能の確保

・避難経路の確保 ・電力・通信の機能確保
・避難場所の機能確保 ・水の確保

・活動拠点の確保

最大クラスの津波
（レベル２)に対する目標
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「国土強靱化の推進に向けたプログラムの対応方針と重点化について」（平

成２５年５月２８日、８月８日国土強靱化の推進に関する関係府省庁連絡会議）

においては、中央官庁機能不全が事後の全てのフェーズの回復速度に直接的に

影響することから、官庁施設の耐震化、物資の備蓄、電力・情報通信等の確保

等について、重点的に取り組むべきとされた。

これを踏まえ、首都直下地震等による商用電力途絶時において、霞が関地区

の中央官庁の非常時優先業務の継続に必要な電力を確保するため、自家発電設

備の燃料槽の増設等を実施する。

【首都直下地震時の政府中枢機能維持に必要な電力の確保（イメージ図）】

２．首都直下地震時の政府中枢機能維持に必要な電力の確保

燃料槽の増設

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ活動拠点室等

燃料槽

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

Ｃ

自家発電設備

電力

災害対策室

燃料の供給

電力の供給

首都直下型地震時に
おいても的確な
業務継続を実施

広域支援の立案・実行

情報収集・指令
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高度成長期に集中的に整備された社会資本が今後急速に老朽化することが見

込まれ、厳しい財政状況の中、既存の社会資本を効率的に活用しつつ、適切か

つ確実に維持管理・更新を進めることが重要な課題となっている。

官庁施設についても、同時期に多くの施設が整備されており、現在、築後

３０年以上を経過したものが約４割を占め、今後、大規模修繕や大型設備機器

の更新が増えるため、官庁施設の老朽化対策を計画的かつ効率的に推進してい

く必要がある。

既存官庁施設を安全により長く利用し、トータルコストの縮減等を実現する

ため、老朽化の進行を防ぐ長寿命化事業の実施（ハード対策）、効果的・効率

的に機能維持する保全手法等の検討（ソフト対策）の両面から、官庁施設の長

寿命化を図る。

また、既存官庁施設の危険箇所及び経年劣化等の解消を図る。

（１）官庁施設の長寿命化

①官庁施設の長寿命化事業の実施

膨大な官庁施設ストックを効果的・効率的に機能維持するためには、各国

家機関の必要機能と建築物の保有性能の組合せを最適化し、地域における官

庁施設群として有効活用することが必要である。

このため、一定地域内の全ての国家機関の建築物を対象として策定される

施設整備計画について、建物の建替えや官署の組替えなどの整備手法のみを

組合せる従来の方式を見直し、新たに老朽化の進行を防ぐ長寿命化の整備手

法を加えた中長期の整備計画とすることにより、計画的な長寿命化事業を実

施する。

３．官庁施設の老朽化対策

膨大な官庁施設ストックを効果的

・効率的に機能維持し、トータル

コストの縮減を図る

躯体の保護 （例）外壁、屋上防水、建具

防災設備の劣化防止 （例）消火設備、火災報知設備

建物ライフラインの劣化防止 （例）給排水設備、受変電設備

長寿命化事業の主な改修内容
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②官庁施設の適正・計画的な保全の徹底等

官庁施設を安全により長く使うためには、各省各庁の施設管理者による

適正かつ計画的な保全を徹底する必要があるとともに、施設の運用を含め

た総合的な対策を講じなければならない。

このため、個々の官庁施設の劣化状況、利用実態等を把握・蓄積・共有

化する「施設カルテ」を作成し、施設の特性を踏まえた運用上の提案等を

行う。

（２）既存官庁施設の危険箇所及び経年劣化等の解消

既存官庁施設において、来訪者等の安全の確保と行政サービスの円滑な提供

に最低限必要な施設の性能を確保するため、危険な箇所や経年劣化が著しい部

位等について、緊急的な改修等を行う。

外壁クラックから室内への漏水が
発生しており、外壁改修が必要

天井内配管からの漏水により天井落下が生じており、

配管改修が必要

【危険箇所の例】

天井板の落下

【経年劣化の例】

外壁クラックからの漏水

漏水により
落下
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民間の資金・経営能力等のノウハウを活用し、低廉で良質な公共サービスの

提供と民間の事業機会の創出を図るため、ＰＦＩ手法の活用による官庁施設の

整備を実施する。

【中央合同庁舎第８号館（イメージ図）】

中央合同庁舎第８号館整備等事業

建設予定地 ：東京都千代田区永田町１丁目

事業期間 ：平成２１～平成３５年度

施設完成予定時期：平成２６年３月

４．ＰＦＩ手法の活用による官庁施設の整備

【ＰＦＩ手法の活用による官庁施設整備の具体例】
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「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」により、官庁施設

についても、率先して木材利用の促進に努める

エントランスホールや会議室の内装の木質化

【構造体に木材を利用した施設の事例】

横浜植物防疫所つくばほ場(

【内装に木材を利用した施設の事例】

大津びわ湖合同庁舎(エントランス

５．官庁施設における木材利用の促進

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」により、官庁施設

率先して木材利用の促進に努めることとされている

エントランスホールや会議室の内装の木質化を行い、木材利用の促進を図る。

【構造体に木材を利用した施設の事例】

(事務・検査棟) 神戸税関境支署

【内装に木材を利用した施設の事例】

エントランスホール) 指宿税務署(エントランス

５．官庁施設における木材利用の促進

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」により、官庁施設

こととされている。このため、

を行い、木材利用の促進を図る。

神戸税関境支署(増築棟)

エントランスホール)
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１．平成２６年度官庁営繕関係予算概算要求総括表

２．「新しい日本のための優先課題推進枠」要望事項

第３ 平成２６年度官庁営繕関係予算概算要求総括表

(単位：百万円）

(A) (B) (C) (A/C)

（一般会計）

官庁営繕費 21,949 4,779 17,700 1.24

3,588 0 3,588 1.00

1,172 0 617 1.90

347 0 418 0.83

15,140 4,259 11,884 1.27

1,702 520 1,193 1.43

（ )

特定国有財産整備費 22,863 0 21,082 1.08

合 計 44,812 4,779 38,782 1.16

（注）１．上記のほか、ＰＦＩ事業の金利の支払い等に必要な経費として１，２１４百万円（前年度１，３５６百万円）がある。

２．特定国有財産整備特別会計については、特別会計改革に伴い一般会計に統合されており、平成２１年度以前の特定国有
財産整備計画に基づき実施される既往の事業（未完了事業）は、当該事業が完成するまでの間、財政投融資特別会計特定
国有財産整備勘定において経理を行うこととされている。

区 分
平成26年度

要求・要望額
前 年 度
予 算 額

対前年度
倍 率

うち
「新しい日本のため
の優先課題推進枠」

中 央 官 庁 庁 舎

財政投融資特別会計
特定国有財産整備勘定

合 同 庁 舎

一 般 庁 舎

施 設 特 別 整 備

設 計 監 理 費 等

（単位：百万円）

Ⅱ．国民の安全・安心の確保

（１）防災・減災、国土強靱化

＜大規模地震に対して戦略的に推進する対策＞

官庁施設の天井耐震対策 1,100

首都直下地震時の政府中枢機能維持に必要な
電力の確保

1,200

（２）社会資本の戦略的な維持管理・更新

○社会資本の戦略的な維持管理・更新の推進 官庁施設の長寿命化 2,479

合 計 4,779

○公共施設の耐震化、津波対策等による強靱化
の推進

項 目 概 要
平成26年度

優先課題推進枠
要望額
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＜参考資料＞

（１）官公庁施設の建設等における国土交通省の役割

○ 官公庁施設の建設等に関する法律（昭和２６年法律第１８１号）※に基づき、

各省各庁の事務庁舎など、国家機関の建築物の整備を行う。

○ 各省各庁の長から送付される営繕計画書に対する意見書を送付する。

○ 位置・規模・構造の基準の設定及び実施の勧告を行う。

○ 危険庁舎等の改築・修繕等の勧告を行う。

○ 保全の基準の設定、勧告、実地の指導を行う。

※官公庁施設の建設等に関する法律（抄）

第十条 国費の支弁に属する次に掲げる営繕及び建設並びに土地又は借地権の取得は、国土交通大臣が行う

ものとする。

一 一団地の官公庁施設に属する国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設（第三号イ、ロ及びヘ

に掲げるものを除く。）

二 合同庁舎の営繕及びその附帯施設の建設（第三号イ、ロ及びヘに掲げるものを除く。）

三 前二号に掲げるもの並びに国土交通大臣の所管に属する建築物の営繕及びその附帯施設の建設のほか、

次に掲げるもの以外の建築物の営繕又は附帯施設の建設

イ 衆議院議長又は参議院議長の所管に属する議事堂の営繕及びその附帯施設の建設

ロ 特別会計（東日本大震災復興特別会計を除く。）に係る建築物の営繕及びその附帯施設の建設

ハ 受刑者を使用して実施する刑務所その他の収容施設の営繕及びその附帯施設の建設

ニ 復旧整備のための学校の営繕及びその附帯施設の建設

ホ 防衛省の特殊な建築物の営繕及びその附帯施設の建設

ヘ 建築物の営繕及びその附帯施設の建設で、一件につき総額二百万円を超えないもの

四 第一号又は第二号に掲げる建築物の営繕及びその附帯施設の建設並びに国土交通大臣の所管に属する

建築物の営繕及びその附帯施設の建設に必要な土地又は借地権の取得

２ 前項の規定にかかわらず、特別の事情により国土交通大臣以外の各省各庁の長が行うことを適当とする

建築物の営繕若しくは附帯施設の建設又は土地若しくは借地権の取得については、当該各省各庁の長が国

土交通大臣と協議してこれを行うことができる。

国家機関の建築物の整備

国
土
交
通
省

各

省

各

庁

総理大臣官邸
中央合同庁舎
地方合同庁舎
一般庁舎
試験研究機関

研修施設

図書館
国際会議場
社会福祉施設
迎賓館
博覧会政府館

国会議事堂
特別会計
刑務所
特殊な防衛施設
小規模営繕 等

官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督

保全基準の設定及び実施の勧告、実地指導

営繕計画書に関する意見書の送付

位置・規模・構造の基準の設定及び実施の勧告

危険庁舎等の改築・修繕等の勧告
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10年未満
18.5%

10年以上

20年未満
30.0%

20年以上

30年未満
15.5%

30年以上

40年未満
14.6%

40年以上
21.4%

合同庁舎

約3,704千㎡
刑事施設等収容施設

自衛隊関係施設

その他

約17,427千㎡

国会関係施設

裁判所関係施設

約2,529千㎡

単独庁舎

約12,930千㎡

宿舎

約12,179千㎡

国家機関

の建築物

総延べ面積

約48,769千㎡

庁舎以外

約29,606

千㎡

庁舎

約19,163

千㎡

国家機関

の建築物

総施設数

14,766施設

単独庁舎

7,355施設

合同庁舎

365施設

国会関係施設

裁判所関係施設

494施設

刑事施設等収容施設

自衛隊関係施設

その他

1,044施設

宿舎

5,508施設

庁舎以外

6,552施設

庁舎

8,214施設

（２）国家機関の建築物の概要

総施設数は、１４，７６６施設。
うち、庁舎に該当する施設は、８，２１４施
設で全体の約５５％。

総延べ面積は、約４８，７６９千㎡。
うち、庁舎に該当する面積は、１９，１６３
千㎡で全体の約３９％。

築後３０年以上のものは、全体の約３６％。

（１）施設数

※すべての国家機関の建築物を対象とする（公有及び民有建築物の借用等を除く。）。

※複数の建築物が１敷地内に所在する場合は、1施設として計上する。

※平成２５年７月現在国土交通省調べ。

（２）延べ面積

（３）経年別延べ面積
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（３）官庁施設における耐震安全性の目標

災害対策基本法における行政機関の区分等に基づき、官庁施設の防災上の機能
及び用途に応じて施設を分類し、それぞれ耐震性能を規定している。

○構造体の耐震安全性の目標

○建築非構造部材の耐震安全性の目標

○建築設備の耐震安全性の目標

耐震基準値 耐震安全性の目標 対象施設

１．５
（Ⅰ類）

大規模地震後、構造体の補修をするこ
となく、建築物を使用できることを目標
とし、人命の安全確保に加えて十分な機
能確保が図られている。

○災害対策基本法の「指定行政機関」及び「指
定地方行政機関」のうち二以上の都府県及
び道を管轄区域とするものが使用する官庁
施設 等
【指定行政機関：内閣府、警察庁、財務省、
経済産業省、国土交通省 等】

【指定地方行政機関等：管区警察局、地方
厚生局、地方農政局、経済産業局、地方
整備局 等】

１．２５
（Ⅱ類）

大規模地震後、構造体の大きな補修を
することなく、建築物を使用できること
を目標とし、人命の安全確保に加えて機
能確保が図られている。

○災害対策基本法の「指定地方行政機関」が
使用する官庁施設（Ⅰ類に属するものを除
く） 等
【指定地方行政機関等：沖縄総合事務局、
機動隊、航空交通管制部、海上保安部
等】

１．０
（Ⅲ類）
建築基準法

相当

大規模地震により構造体の部分的な損
傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下
は著しくないことを目標とし、人命の安
全確保が図られている。

○その他の官庁施設
【地方検察庁、法務局、税務署、労働基準
監督署、公共職業安定所 等】

分類 耐震安全性の目標 対象施設

Ａ類

大規模地震後、災害応急対策活動や被
災者の受け入れの円滑な実施、又は危険
物の管理の上で、支障となる建築非構造
部材の損傷、移動等が発生しないことを
目標とし、人命の安全確保に加えて十分
な機能確保が図られている。

○災害応急対策活動拠点

Ｂ類

大規模地震により建築非構造部材の損
傷、移動等が発生する場合でも、人命の
安全確保と二次災害の防止が図られてい
る。

○その他の官庁施設

分類 耐震安全性の目標 対象施設

甲類

大規模地震後の人命の安全確保及び二
次災害の防止が図られているとともに、
大きな補修をすることなく、必要な設備
機能を相当期間継続できる。

○災害応急対策活動拠点

乙類
大規模地震後の人命の安全確保及び二

次災害の防止が図られている。
○その他の官庁施設

災
害
応
急
対
策
活
動
拠
点
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（４）阪神・淡路大震災における被害事例

○建築基準法に基づく耐震性能を満たしている施設の被害事例

【神戸第２地方合同庁舎の被災状況】

内部の被災状況

○建築基準法に基づく耐震性能を満たしていない建物の被害事例

（総務省消防庁のホームページより引用）

事務所ビル１，２階の崩壊 店舗１階柱の圧壊

神戸第２地方合同庁舎
（第五管区海上保安本部、神戸地方法務局他）

建物完成 ： 昭和６０年５月

震 度 ： ７

（平成７年１月１７日 阪神・淡路大震災）

被災前の耐震性能

・耐震性能評価値 ： １．０１

応急復旧日 ： 平成７年１月３０日

本格復旧日 ： 平成９年３月２０日柱が破断するなど構造体が損傷し、
機能の復旧に時間を要した
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（５）東日本大震災における被害事例

○津波による被害事例

くん蒸庫(右)が車庫(左)に衝突 事務室浸水

庁舎周囲の地盤流出 建物基礎が露出

○液状化による被害事例

庁舎が液状化被害を受け、

外構の地盤全体が沈下。
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本

館

外
務
省

新
庁
舎

Ｂ
棟

参
議
院

第
二

別
館

国
会

議
事

堂

憲
政

記
念

館

国
立

国
会

図
書

館

本
館国

立
国

会
図

書
館

新
館

国
立

劇
場

最
高

裁
判

所

衆
議

院
第

一
議

員
会

館

衆
議

院
第

一
別
館

衆
議

院
分
館

参
議

院
分
館

参
議

院
別

館

総
理

大
臣

官
邸

総
理

大
臣

公
邸

衆
議

院
第

二
別
館

国
会

記
者

会
館

特
許

庁

７
号

館
官

民
棟

７
号

館
官

庁
棟

財
務

省

４
号

館

経
産

省

本
館

経
産

省
別

館

警
察

総
合

警
視

庁

２
号

館

３
号

館

６
号

館

赤
れ

ん
が

棟

６
号

館

Ａ
棟

東
京

高
等
地
方

簡
易

裁
判

合
同

６
号

館

Ｂ
・
Ｃ
棟

１
号

館

本
館

１
号

館
北

別
館

１
号

館

別
館

５
号

館

別
館５
号

館

本
館

外
務

省
別

館

外
務

省

本
館

外
務

省
新

庁
舎

衆
議

院
議

長
公

邸

参
議

院

議
長

公
邸

参
議

院

議
員

会
館

衆
議

院

第
二

議
員

会
館

永
田

町
合

同

参
議

院
第

二
別
館

内
閣

本
府

Ａ
棟

（
６
）
霞
が
関
団
地
一
団
地
の
官
公
庁
施
設
の
概
要

（
注
）
合
同
庁
舎
入
居
省
庁

・
中
央
合
同
庁
舎
第
１
号
館
（
農
林
水
産
省
、
林
野
庁
、
水
産
庁
）

・
中
央
合
同
庁
舎
第
２
号
館
（
国
家
公
安
委
員
会
、
警
察
庁
、
総
務
省
、

消
防
庁
、
国
土
交
通
省
、
運
輸
安
全
委
員
会
ほ
か
）

・
中
央
合
同
庁
舎
第
３
号
館
（
国
土
交
通
省
、
観
光
庁
、
海
上
保
安
庁
）

・
中
央
合
同
庁
舎
第
４
号
館
（
内
閣
法
制
局
、
内
閣
府
、
公
害
等
調
整
委

員
会
、
財
務
省
、
国
税
庁
、
農
林
水
産
省
、
環
境
省
ほ
か
）

・
中
央
合
同
庁
舎
第
５
号
館
（
内
閣
府
、
厚
生
労
働
省
、
環
境
省
）

・
中
央
合
同
庁
舎
第
５
号
館
別
館
（
人
事
院
、
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
）

・
中
央
合
同
庁
舎
第
６
号
館
（
公
正
取
引
委
員
会
、
法
務
省
、
検
察
庁
、

公
安
審
査
委
員
会
、
公
安
調
査
庁
ほ
か
）

・
中
央
合
同
庁
舎
第
７
号
館
（
会
計
検
査
院
、
金
融
庁
、
文
部
科
学
省
、

文
化
庁
ほ
か
）

・
永
田
町
合
同
庁
舎
（
内
閣
官
房
、
内
閣
府
）

・
中
央
合
同
庁
舎
第
８
号
館
（
予
定
）

一
団

地
の

官
公

庁
施

設
の

区
域

面
積

約
1
0
3h

a

容
積

率
5
0
0
％

建
ぺ

い
率

5
0
％

用
途

地
域

商
業

地
域
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